
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  破産手続きと貸倒れ 

Ｑ：当社の取引先が、破産手続きの申立て

をしました。貸倒損失で計上しても問題ない

でしょうか？   

 

Ａ：申立ての段階では５０％相当額を貸倒

引当金に計上し、廃止決定又は終結決定がな

された時点で貸倒処理することになります。 

【解説】 

法人税では、破産手続きの開始の申立てが

あったときは、その債務者に対する金銭債権

の額の５０％相当額を回収不能額として貸倒

引当金に計上できるとしており、次の金額は

金銭債権の額から除くとしています（この時

点では貸倒損失として計上できません）。 

① その債務者から受け入れた金額があるた

め、実質的に債権とみられない部分の金額 

② 担保権の実行、金融機関又は保証機関によ

る保証債務の履行その他により取立等の

見込があると認められる部分の金額 

では、いつの時点で貸倒損失を計上するこ

とができるかですが、破産手続きは会社更生

法や民事再生法などと違って、債権の切捨て

という手続きがありませんので、法律上の債

権の消滅というものがありません。したがっ

て、裁判所の廃止決定又は終結決定による法

人の登記の閉鎖という事実により、事実上回

収可能性がないことが明らかになった段階で

貸倒損失を計上することになります。ただし、

終結前であっても破産管財人から配当金額が

ゼロという証明がある場合などは終結前であ

っても貸倒損失の計上が認められます。 
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